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●地場産業各種展示会等の出展支援

地場産業製品の展示会などに参加する製造業者

および団体に対して補助金を交付します。

▲

補助金額＝展示会などの出展料（小間代額、

展示小間装飾費、輸送費など）。同一補助事業者

に対し、一年度につき２０万円を限度

●産業財産権取得の支援

産業財産権 ( 特許権、実用新案権、意匠権、商標

権 ) 取得のための出願に係る経費で、出願料、弁

理士手数料、その他必要と認められる経費に対

して補助金を交付します。

▲

補助率＝対象経費の４０/ １００以内。同一補

助事業者に対し、一年度につき４０万円を限度

●中小企業倒産防止共済制度の共済掛金の補助

中小企業倒産防止共済法に基づき中小企業基盤

整備機構と新たに共済契約を締結した中小企業

者の方に共済掛金の一部を補助します。

▲

補助金額＝月額８万円を限度として積み立て

た掛金の１２カ月分の２０/ １００

●中小企業退職金共済制度の共済掛金の補助

中小企業退職金共済法に基づく「中小企業退職

金制度」に加入した中小企業者の方に共済掛金

の一部を補助します。

▲

補助金額＝新規加入従業員（被共済者）１人に

つき、補助期間を１年として月額６００円

がんばる中小企業を応援します！　～佐野市の中小企業支援制度～

　市内中小企業の振興を図るために実施している各種補助事業や融資制度をご紹介しま
す。

市制度融資の斡旋

①融資の種類

●中小企業経営安定資金

▲

対象＝市内で１年以上同一事業を営む中小企業者

▲

資金使途＝商品、原材料の仕入、買掛金の支払、手形

決済等営業のために必要な運転資金

▲

融資額＝２，０００万円以内

▲
期間および利率＝３年以内／１. ５％　

　５年以内／１. ８％　７年以内／２. １％

●緊急特別支援資金

▲

対象＝同上

▲

資金使途＝営業のために必要な急を要する運転資金

▲

融資額＝７００万円以内

▲

期間および利率＝５年以内／１. ５％　

●中小企業設備資金

▲

対象＝同上

▲

資金使途＝生産、加工、販売などの機械設備資金、工場、

店舗などの新築または増改築資金で事業に直接係る資金

▲

融資額＝２，０００万円以内

▲

期間および利率＝５年以内／１. ８％　

　７年以内／２. ３％　１０年以内／２. ８％

※この他にも開業資金、小規模企業者資金等の各種メ

ニューがあります。

②信用保証料の補助

▲

対象＝市制度融資を利用した中小企業者

▲

補助率＝信用保証料の２／３

※創業支援事業につきましては、広報さの７月号で掲載させていただきました。

■

問合せ＝商工・企業誘致課☎（２０）３０４０
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

平成２７年度

情報公開、個人情報保護制度の運用状況をお知らせします

　平成２７年度の運用状況

１．情報公開制度

公開請求の処理状況

実施機関

請求などの件数

計

処理状況

当該年度中の
請求件数

前年度中の請求に
おける未決定件数 公開 一部公開 非公開 未決定

市長 ３４９ ０ ３４９ ２７９ ２４ ４３ ０

消防長 ４ ０ ４ ３ ０ １ ０

教育委員会 ２４ ０ ２４ １７ １ ６ ０

農業委員会 ２ ０ ２ １ １ ０ ０

水道事業 １１ ０ １１ １０ １ ０ ０

計 ３９０ ０ ３９０ ３１０ ２７ ５０ ０

一部公開、非公開の理由の内訳

理由の区分 件数

個人に関する情報 １６

法人等に関する情報 １７

行政執行情報 １

情報不存在 ５１

計 ８５

２．個人情報保護制度

開示請求の処理状況

実施機関 請求件数
処理状況

開示 一部開示 不開示 取り下げ

市長 ３１ ３１ ０ ０ ０

合計 ３１ ３１ ０ ０ ０

※１件の請求に対して複数の理由がありますので、件数の合計は、

　一部公開、非公開の合計とは一致しません。

○決定に対し 1件の不服申し立てがありました。

単位：件

単位：件

【情報公開、個人情報保護制度のあらまし】

　情報公開制度は、市民の皆さんと市との共有物である公文書を公開し、行政の諸活動を市民に説明する責

務を果たすことにより、開かれた行政の確立と、市民との協働を推進しようとするものです。公開請求は、

誰でも行うことができ、個人の権利利益を保護するなど、一定の理由に該当する場合を除いて原則公開します。

　個人情報保護制度は、個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報の適正な取扱いを定めると

ともに、個人情報の開示、訂正などを求めることができるものです。個人情報の開示請求は、原則としてそ

の個人情報の本人のみが行うことができ、法令などによって開示できないなど、一定の理由に該当する場合

を除いて原則開示します。

　情報公開、個人情報開示などの請求に対する決定について不服がある場合は、審査請求をすることができ

ます。審査請求があった場合は、情報公開・個人情報保護審査会において審査します。

　情報公開、個人情報保護制度の実施状況の詳細は、市役所２階「市政情報コーナー」で閲覧することがで

きます。また、ホームページからもご覧いただけます。

　※市ホームページ「情報公開・個人情報保護」　http://www.city.sano.lg.jp/contact/zyouhoukoukai

　詳しくは、お問い合わせください。

■

問合せ＝行政経営課☎（２０）３００５・gyouseikeiei@city.sano.lg.jp

個人情報の訂正、削除、中止

の請求および決定に対する不

服申立てはありませんでした。

単位：件


